
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び

基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて（平成18 年10 月31 日障発第1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）（抜

粋） 

第二 （略） 

 １ 通則 （略） 

 

⑿ 情報公表対象サービス等情報に係る報告が適切に行われていない場合の所定単位数の算定に

ついて 

① 対象となる障害福祉サービス 

全てのサービス 

② 算定される単位数 

㈠ 療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型

自立訓練を含む。)、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労移行支援、共同生活援助

（ただし、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除

く。)、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労移行支援については、指定障害者支援

施設が行うものに限る。）については、所定単位数の100 分の10 に相当する単位数を所定

単位数から減算する。 

なお、当該所定単位数は、各種加算（障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当

該減算より左に規定されている加算を除く。）がなされる前の単位数とし、当該各種加算を

含めた単位数の合計数に対して100 分の10 となるものではないことに留意すること。ただ

し、複数の減算事由に該当する場合にあっては、当該所定単位数に各種減算をした上で得た

単位数（減算後基本報酬所定単位数）に対する100 分の10 に相当する単位数を減算後基本

報酬所定単位数から減算する点に留意すること。 

㈡ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立生活援助、短期入所、重

度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練) (宿泊型自立訓練を除

く。)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支

援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援（ただし、生活介護、自立訓練(機能訓

練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労移行支援について

は、指定障害者支援施設が行うものを除く。）については、所定単位数の100 分の５に相当

する単位数を所定単位数から減算する。 

なお、当該所定単位数は、各種加算（障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当

該減算より左に規定されている加算を除く。）がなされる前の単位数とし、当該各種加算を

含めた単位数の合計数に対して100 分の５となるものではないことに留意すること。ただ

し、複数の減算事由に該当する場合にあっては、当該所定単位数に各種減算をした上で得た

単位数（減算後基本報酬所定単位数）に対する100 分の５に相当する単位数を減算後基本報

酬所定単位数から減算する点に留意すること。 

③ 当該減算については、法第76 条の３第１項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係

る報告を行っていない事実が生じた場合に、その翌月から報告を行っていない状況が解消され

るに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。 

別添 


